
令和 2年 3月 31日

厚生労働大臣殿

機関名 国際医療福祉大r... ・c・ ・ 可「宗,,.印.m .  :~ 崎~‘可芦言.空'""辛虹孔' i 9 
所属研究機関長職名 学長 I ; t .0：1. I,・J・←I'' さLJ 六,.~： . i , 

氏名 大友 邦 ~ ·~=. 7 v.  ・-:;r:-志む-= 
、こ-- - J 

次の職員の i:J []元年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のと 1 りです。

1. 研究事〗名 循環器疾患 ．糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業

2. 研究課是．名 地域 ・職域連携の推進による生活習慣病予防等に関する研究

3. 研究者i (所属部局 ・職名） 小田原保健医療学部看護学科 ・ 教授

（氏名・フリガナ） 荒木 田美香子 ・ アラキダ ミカ コ

4. 倫理審査の状況

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入 (※I)

有 無 審査済み 審査した機関 未審査 (※2)

ヒトゲノム ・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □ ■ □ D 

遺伝子治療等塩床研究に関する指針 □ ■ □ 口

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※3) ■ □ ■ 国際医療福祉大学 □ 
厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等 □ ■ □ ロ
の実施に関すお基本指針

その他、該当 甘る倫理指針があれば記入すること

（指針の名称・ ） ロ ■ ロ ロ

(※クl)し当一該部研若究『くがは当全該部研の究審を査実が施完す了るしにて当したり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェ ッ

その他 （特'~事項） 9ない湯合は、 「未審査Jにチェックすること．

(※2)未審査は9分野、その理由を記載すること。
(※3) 廃止前 研究に関する倫理指針」や 「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目 に記入するこ と。

5. 厚生 労 の研究活動における不正行為への対応について

三受講状況 I受講 ■ 未受講 口

6. 利益相反 の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：

当研究機関に卜けるCOI委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：

当研究に係る/co1についての報告 ・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：

当研究に係るjcorについての指導 ・管理の有無 有 口 無 ■（有の場合はその内容 ：

（留意事項） I l該当する口にチェ ックを入れること。

分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

） 

） 

） 

） 



厚生労働大l臣
殿

機関名

所属研究機関長職名

氏名

令和 2年 2月21日

学長

佐藤啓

次の職員の平成 31年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び禾l

循環器疾患 ．糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業

3. 研 究 者 （所属部局 ・職名） 医学部 ・教授

（氏名 ・フリガナ） 柴田英治 シバタエイジ

4. 倫理審の状況

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入 (※I)

につ

有 無 審査済み 審査した機関 未審査 (※2)

ヒトゲノム ・il伝子解析研究に関する倫理指針 ロ ． ロ ロ

遺伝子治療等屈届床研究に関する指針 ロ ． ロ ロ

人を対象とす革医学系研究に関する倫理指針 (※3) ロ ． ロ ロ
厚生労働省の］管する実施機関における動物実験

等の実施に関 る基本指針
ロ ． ロ ロ

その他、該：］る倫理指針があれば記入すること

（指針の名 ） 
口 ． 口 口

(※1)当該研 が当該研究を実施するに当た り遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若了くは全部の審査が完了していない場合は、「未審査Jにチェックすること。

そ の他 （特言］事項）

I 
(※2)未審査ば場合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前叶「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

I研究倫理教育叩受講状況 1受講 ■ 未受講口

6. 利益相皮の管理

当研究機関におII ける COIの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：

当研究機関に十ける COI委員会設置の有無 有 • 無 □（無の場合は委託先機関 ：

当研究に係る『I r゚についての報告 ・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由

当研究に係る 0::I0 Iについての指導 ・管理の有無 有口 無 ■（有の場合はその内容 ：

（留意事項） ．該当する口にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

） 

） 

） 

） 



令和2年4月1日

厚 生労働大臣殿

機関名 人間環境大学

て還間爪蒻環酋
所属研究機関長職名学長

氏名 牧山助 'I I に己竺
・-・-

次の職員の（成 30年度厚生労働科学研究費の調査研究における 、倫理審査状況及び利 の目 理 につ

いて

l. 患．糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業

3. 職名） 人 間 環境大学看護学部教授

夕"Iミマナミ
ガナ） 巽あさ み

4. 

左記で該当がある場合のみ記入 (※I)

該当性の有無
未審査 （※

有 無 審査済み 審査した機関
2) 

ヒトゲノム JI遺伝子解析研究に関する倫理指針 ロ ． ロ ロ

遺伝子治療吟臨床研究に関する指針 ロ 圃 ロ ロ

人を対象とtる医学系研究に関する倫理指針 （※

固隊疇出繹國 ロ Ill ロ
3) 

厚生労働省悶所管する実施機関における動物実験

等の実施に する基本指針
ロ 朧 ロ ロ

その他、該！する倫理指針があれば記入すること

（指針の名 ： ） □ 聾 口 □ 
(※1)当該研翠者が当該研究を実施するに当た り遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部珂しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェ ックすること。

その他（特記事項）

I 
(※2)未審査平場合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前？ 「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

I研究倫理教青の受講状況 1受講 國 未受講口

6. 利益相反の管理

当研究機関にII おける COIの管理に関する規定の策定 有 圏 無 □（無の場合はその理由：

当研究機関にII おける COI委員会設置の有無 有 國 無 □（無の場合は委託先機関：
I 

当研究に係 fIcorについての報告 ・審査の有無 有園l 無 □（無の場合はその理由：

当研究に係るII CO! についての指導 ・管理の有無 有口 無 圏 （有の場合はその内容 ：

（留意事項） ．該当する口にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成する こと。

l 

） 

） 

） 

） 



2 0 2 0年 4月 16日

厚生労働大国殿

機関名 名古屋工業大学

所 属研 究機 関長 職名 学長 『号同已已l亡］
次の職員の令和元年度厚生労働科学研究費の調査研究における、1:理：査状況:J利：:, 星且ぎこ旦

臼爪戸＇
1. 研究事業名 循環器疾患 ．糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業

3. 研究者 （所属部局 ・職名）工学研究科・教授

（氏名 ・フリガナ） 横山 淳一 ・ヨコヤマ ジュンイチ

4. 倫理審の状況

左記で該当がある場合のみ記入(※I)

該当性の有無
未審査 (※

有 無 審査済み 審査した機関
I 

2) 

ヒトゲノム ・遺伝子解析研究に関する倫理指針 口 ． 口 口

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 口 ． 口 口

人を対象とす「医学系研究に関する倫理指針 (※ ． 口 ． 国際医療福祉大学 口
3) 

厚生労働省の 管する実施機関における動物実験 I 

等の実施に関 る基本指針
口 ． 口 口

その他、該：「 る倫理指針があれば記入すること ！ 
口 ． 口 ， 口

（指針の名 ） 
．．  .. ．． .. . . . -. 

当該研究ドが当
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「未審査」にチェックすること。

そ の他 （特記事項）

I 
(※2)未審査ピ遍合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前の1「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

I研究倫理教育わ受講状況 ！受講 ■ 未受講 □

6. 利益相良の管理

当研究機関にしI ‘ける COIの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由： I ） 

当研究機関に1おける COI委員会設置の有無 有 ■無 0(無の場合は委託先機関： I ） 

当研究に係るlcoIについての報告 ・審査の有無 有 ■無 □（無の場合はその理由： ， ） 

当研究に係るjco1についての指導 ・管理の有無 有口 無 ■（有の場合はその内容： I ） 

I G:nュエ古ギヽ l丑*¥(/ -:t-ア←1 I ""7'_--r:._ -- • J-t +_ 1 ヤ 7:'7'" L 



令和 2年 5月 11日

厚生労働 大臣I殿

機関名 公益財団法人東京都医学総合研究所

所属研究機関長職名 理事長

て は りです。

1. 循環器疾患 ．糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業

2. 地域 ・職域連携の推進による生活習慣病予防等に関す る研究 I 

3. (所属部局 ・職名） 事務局 特別客員研究員

I ， （氏名 ・フリガナ） 前田 秀雄 （マエダ ヒデオ）

4. 倫理審ぅにの状況

左記で該当がある場合のみ記入 (※1)

該当性の有無
未審査 （※

有 無 審査済み 審査した機関
2) 

ヒトゲノム ・1遺伝子解析研究に関する倫理指針 亡l ． 口 口

遺伝子治療疇臨床研究に関する指針 ロ ． ロ ロ

人を対象と1る医学系研究に関する倫理指針 （※
口 ． 口 口

3) 

厚生労働省］r所管する実施機関における動物実験
等の実施に する基本指針

ロ ． ロ ロ

その他、該tる倫理指針があれば記入すること

（指針の名 ） 
口 ． 口 口

(※1)当該研 者が当該研究を実施するに当た り遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済みJにチェ ックし一部若〗くは全部の審査が完了 していない場合は、「未審査」 にチェ ッ クすること 。
その他 （特言事項）

l (※2)未審査月場合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前り 「疫学研究に関する倫理指針」や 「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動におけ る不正行為への対応について

I研究倫理教叫の受講状況 1受講 ■ 未受講 □
6. 利益相反の管理

当研究機関にJI おける COIの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由 ． ） 

当研究機関にJI おけるCOI委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関： ） 

当研究に係D'CORについての報告 ・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由 ． ） 

当研究に係るII COIについての指導 ・管理の有無 有口 無 ■（有の場合はその内容 ． ） 
I 

（留意事項） ．該当する口にチェ ックを入れる こと。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

I 
I 

I 
I 



令和 2年 3月 31日

厚生労働大臣 殿

， 機関名

国際医療福祉吼陪p覧、！コ・屯き,こ_『ぼr1戸叫師,11四・il 賛__ J 

I 

学長 蒻乳lI 所属研究機関長 職 名
r-;.--f:, 

氏 名 大 友 邦 ----{ 
¥..'= ー 、、--.!_" ー~+-- 1、ぶ,.s-ー苓-, 吝ー. J ・ヽ

次の職員の令和元年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

て は以下の と おりです。

1. 研究事業 名 循環器疾患 ．糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業

2. 研究課題 名 地域・職域連携の推進による生活習慣病予防等に関する研究

3. 研究者名 （所属部局 ・職名） 小田原 保健医療学部看護学科 ・ 准教授

I （氏名 ・フリガナ） 鳥本 靖子 ・ トリ モ トヤス コ

4. 倫理審査 の状況

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入 (※I)

有 無 審査済み 審査した機関 未審査 (※2)

ヒトゲノム ・ii伝子解析研究に関する倫理指針 ロ ． ロ ロ

遺伝子治療等t畠床研究に関する指針 ロ ． ロ D 

人を対象とす い医学系研究に関する倫理指針 (※3) ■l ロ ． 国際医療福祉大学 口

厚生労働省の［管する実施機関における動物実験等

の実施に関す 基本指針
口 ． 口 口

その他、該：［る倫理指針があれば記入すること

（指針の名 ） 
口 ． 口 口

(※I) 当該研究 子が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済み」にチェ ッ
クし一部若し くは全部の審査が完了 していない場合は、 「未審査」にチェ ックすること。

その他（特記事項）

(※2)未審査に易合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前の 「疫学研究に関する倫理指針」や 「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目 に記入すること。

5. 厚生労働 分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育ゃ受講状況 I受講 ■ 未受講 口 I 
6. 利益相員 の管理

当研究機関によI けるCOIの管理に関する規定の策定 有 ■無 □（無の場合はその理由： ） 

当研究機関にしI けるCOI委員会設置の有無 有 ■無 □（無の場合は委託先機関： ） 

当研究に係る II COIについての報告 ・審査の有無 有 ■無 □（無の場合はその理由： ） 

当研究に係る II COIについての指導 ・管理の有無 有 □無 ■（有の場合はその内容： ） 

（留意事項） 該当する口にチェ ックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

i 
I 



令和 2年 3月 31日

厚生労働大臣 殿

機関名

国際医療福祉大 ~網園；昇ず汽と-一 .... 吋居匡杢喜―；こ！ j :7j iヽa
所属研究機関長職 名

学長 間且 ! 
氏名 大 友 邦 し苧一且lr至,• ヽ_1..1 : 頭

次の職員の下和元年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては 力 です。

1. 名 循環器疾患 ．糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業

3. (所属部局 ・職名） 大学院医療福祉研究科 ・ 准教授

（氏名 ・フリ ガナ） 松 田 有子 ・ マ ツダ ユ ウコ

4. の状況

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入 (※I)

有 無 審査済み 審査した機関 未審査 (※2)

ヒトゲノム ．退伝子解析研究に関する倫理指針 ロ ■ ロ ロ

遺伝子治療等臨I床研究に関する指針 ロ ． ロ ロ

人を対象とす卜医学系研究に関する倫理指針(※3) ． ロ ． 国際医療福祉大学 口

厚生労働省の誓管する実施機関における動物実験等
の実施に関す基本指針

口 ． 口 口

その他、該当 する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ） 
口 ． 口 口

未受講口

6. 利益相員の管理

当研究機関に卜ける COIの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由： ） 

当研究機関に卜けるCOI委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関： ） 

当研究に係るII COIについての報告 ・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由 ： ） 

当研究に係る/corについての指導 ・管理の有無 有口 無 ■（有の場合はその内容： ） 

（留意事項） ！ ．I 該当する口にチェックを入れること。

分担研究者の所属する機関の長も作成すること。



令和 2年 3月 31日
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次の職員の令和元年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

機関名

所属研究機関長 職 名 学長

氏 名 大 友 邦

ては以研研下究究の事課と［題I名名りです。1. 循環器疾患 ．糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業

2. 地域・職域連携の推進による生活習慣病予防等に関する研究

3. 研究者名 （所属部局 ・職名） 小田原保健医療学部 看護学科 ・ 講師

I （氏名 ・フリガナ） 竹中 香名子 ・ タケナカカナコ

4. 倫理審歪 の状況

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入 (※I)

有 無 審査済み 審査した機関 未審査(※2)

ヒトゲノム ・栂伝子解析研究に関する倫理指針 ロ ． ロ ロ

遺伝子治療等悴床研究に関する指針 ロ ． ロ ロ

人を対象とすK医学系研究に関する倫理指針 (※3) ． ロ ． 国際医療福祉大学 口

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等
口 ． 口 口

の実施に関する基本指針

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ） 
口 ． 口 口

(※l) 当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済み」にチェッ
一部若 lくは全

その他（特言f事項）

(※2) 未審査ビ合は、その理由を記載すること。
(※3) 廃止前の［疫学研究に関する倫理指針」や 「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5. 厚 生 労（ 分 野の研究活動における不正行為への対応について ， 

研究倫理教育め受講状況
I 

利益相討 の 管理

受講 ■ 未受講 口

6. 

当研究機関亭ける COIの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由 ： ） 

当研究機関叶おける COI委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関： ） 

当研究に係斗COIについての報告 ・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由 ： ） 

当研究に係~ COI についての指導 ・ 管理の有無 有 D 無 ■（有の場合はその内容 ： ） 

（留意事項） 1・ 該当する口にチェ ックを入れること。

分担研究者の所属する機関の長も作成すること。


